
発災前

第３章 復興へ向けた条件整備  

１ 復興に関連する応急対策

（１）被災状況等の把握

　　ア　応急対応のための被害調査 ● ● ● ◎ ◎ ● ● (●)  

　　イ　二次的被害の拡大防止に関する調査 ● ◎ ◎ ● ● (●)

　　ウ　法制度の適用に関する調査 ◎ ◎ ● (●)

　　エ　すまいと暮らしの再建に関する調査 ● ● ● ◎ ◎ ● ● (●)

（２）災害廃棄物等の処理

　  ア　被災家屋の解体・堆積物の撤去 ● ● ◎ ◎ ● (●)

  　イ　災害廃棄物等の処理 ● ◎ ◎ ● (●)

２ 計画的復興へ向けた条件整備

（１）復興体制の整備

　　ア　震災復興本部等の設置・運営 ◎ ◎ ●

（２）復興計画の策定

    ア　復興方針の策定 ● ● ● ● ● ◎ ◎ ●

    イ　復興計画の策定及び進行管理 ● ● ● ● ● ◎ ◎ ●

（３）広報・相談対応の実施  

    ア　広報 ● ● ● ◎ ◎ ● ●

    イ　相談・各種申請の受付 ● ● ◎ ◎ ● ●

（４）金融・財政面の措置

    ア　金融・財政面の緊急措置 ● ◎ ◎ ● ●

    イ　復興財源の確保 ◎ ◎ ● ●

発災前

第４章 復興へ向けた分野別の対策  

１ すまいの再建

（１）緊急の住宅確保

　　ア　被災住宅の応急修理対策 ◎ ● ◎ ◎ ●  

　　イ　一時提供住宅の供給 ◎ ◎ ●

　　ウ　応急的な住宅の供給計画の検討 ● ◎ ◎ ●

　　エ　応急仮設住宅の建設 ● ◎ ◎ ● (●)

　　オ　入居者の募集・選定と入居後のサポート ● ● ● ◎ ◎ ● ● (●)

　　カ　利用の長期化・解消への措置 ● ◎ ◎ (●) ●

（２）恒久住宅の供給・再建

　  ア　住宅供給に関する基本計画の作成 ● ◎ ◎ (●) ●

　　イ　公営住宅の供給 ◎ ◎ (●) ●

　　ウ　住宅補修・再建資金の支援 ◎ ◎ ◎ ● ●

　　エ　既存不適格建築物対策 ◎ ◎ ●

　　オ　被災マンションの再建支援 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ●

  　カ　その他各種対策 ● ◎ ◎ ●

２ 暮らしの再建

（１）雇用の維持・確保

　　ア　雇用状況の調査 ● ◎ ◎ ● ●

　　イ　雇用の維持 ◎ ◎ ◎ ●

　　ウ　被災離職者の生活・再就職支援 ● ◎ ◎ ●

（２）被災者への経済的支援

　　ア　給付金等 ◎ ◎ ◎ ● ●

　　イ　各種減免猶予等 ● ● ◎ ◎ ●

　　ウ　義援金 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ●

（３）公的サービス等の回復

　　ア　公共施設の復旧 ◎ ◎ ● ●

　　イ　医療・保健対策 ◎ ◎ ◎ ● ●

　　ウ　福祉対策・要配慮者支援対策 ● ◎ ◎ ◎ ● ●

　　エ　メンタルヘルスケアの充実 ◎ ◎ ◎ ● ●

　　オ　学校の再開 ◎ ◎ ◎ ● ●

　　カ　ボランティア・ＮＰＯ等多様な主体との連携 ● ● ● ◎ ◎ ◎ ● ● ●

発災後

施策項目別の主体と時間軸表

　　※各施策項目の実施すべき時期を一覧にしています。
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施策項目別の主体と時間軸表

　　※各施策項目の実施すべき時期を一覧にしています。
　
　　　◎･･･中心となる主体　　●･･･関係する主体

＜復興の主体＞

①住民 ②地域コミュニティ ③事業者・事業団体

④専門職団体等 ⑤医療・福祉に係る事業者・団体

⑥市町村 ⑦県 ⑧外部支援者（NPO/NGO等）

発災前

第４章 復興へ向けた分野別の対策  

２ 暮らしの再建  

（４）地域社会の維持・再生・育成

　　ア　地域コミュニティの維持・再生・育成 ◎ ◎ ◎ ● ●

　　イ　地域対応力の充実・強化 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ●

　　ウ　文化財等への対応 ● ● ◎ ◎ ● ●

　　エ　地域の郷土文化の継承 ◎ ◎ ◎ ● ●

　　オ　災害記憶（遺産）の継承 ● ● ● ● ● ◎ ● ●

３ 安全・安心な地域づくり  

（１）公共土木施設等の災害復旧

　　ア　災害復旧 ● ◎ ◎ ●

　　イ　土砂災害対策 ● ◎ ◎ ● ●

　　ウ　山地災害対策 ● ◎ ◎ ● ●

　　エ　洪水対策 ● ◎ ◎ ● ●

　　オ　津波・高潮対策 ● ◎ ◎ ● ●

　　カ　防災活動体制の強化 ● ◎ ◎ ● ●

（２）安全・安心な市街地・公共施設整備

　　ア　都市復興基本方針の策定等 ● ● ● ● ● ◎ ◎ ● ●

　　イ　災害危険区域等の設定 ◎ ◎ ● ●

　　ウ　宅地・公共施設の移転・嵩上げ ● ● ● ● ◎ ◎ ●

（３）社会基盤施設の復興

　　ア　道路・交通基盤の復興 ● ◎ ◎ ● ●

　　イ　ライフライン施設の復興 ◎ ◎ ◎ ● ●

　　ウ　物流基地・港湾・空港の復興 ● ◎ ◎ ● ●

　　エ　公園・緑地等の復興 ◎ ◎ ● ●

４ 産業・経済の復興  

（１）情報収集・提供・相談

　　ア　資金需要の把握 ◎ ◎ ◎ ● (●)

　　イ　各種融資制度の周知・経営相談 ◎ ● ◎ ◎ ● ●

　　ウ　物流の安定・取引等のあっ旋等 ● ◎ ◎ ● ●

（２）中小企業の再建

　　ア　再建資金の貸付等 ◎ ◎ ◎ ● ●

　　イ　事業の場の確保 ◎ ◎ ◎ ● ●

　　ウ　観光振興 ◎ ◎ ◎ ●

（３）農林漁業の再建

　　ア　再建資金の貸付等 ◎ ◎ ◎ ● ●

　　イ　農林漁業基盤等の再建 ◎ ◎ ◎ ● ●
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巻 末

徳島県資料

○｢事前復興｣動画 ※今年度作成予定

○徳島は宣言する。
しなやかに災害に立ち向かうことを。
https://www.youtube.com/watch?v=wBH2wwmBArQ

○「津波から命を守る！」
（津波防災啓発）
https://www.youtube.com/watch?v=g4nIxlmxIIY

○未来へ継承・災害遺産
～自然災害から命を守るために～
https://www.youtube.com/watch?v=8NDmN5puGcU&t=103s

○徳島県震災復興都市計画指針の策定について
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/toshikeikaku/5012757/

内閣府資料

○復旧・復興ハンドブック
○災害復興対策事例集

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/houkokusho/hukkousesaku/saigaitaiou/index.html

○南海トラフ巨大地震の被害と対策に係る映像資料
http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/nankai_syuto.html

https://www.youtube.com/watch?v=g4nIxlmxIIY
https://www.youtube.com/watch?v=8NDmN5puGcU&t=103s
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